
（平成２２年１１月４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認山口地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



山口国民年金 事案 619 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年４月から 54年３月まで       

    私が、昭和 53 年４月にＡ市の事業所にＢ職として就職した時に、父が、

Ｃ町役場Ｄ支所（当時）で国民年金の加入手続をしてくれた。年金手帳の

交付も受けて現在所持している。 

保険料は母が納付してくれていたが、母から「あなたの保険料を立替え

て、まとめて払っておいたから、後で返しなさいよ。」と言われたことを

記憶している。 

領収書や家計簿等は所持していないが、申立期間の保険料を納付してい

ることを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除く国民年金被

保険者期間の国民年金保険料はすべて納付しているほか、昭和 59 年６月から

63 年３月まで期間の保険料を前納している上、申立期間当時、申立人と同居

していた両親は、35 年 10 月に国民年金に加入し、国民年金被保険者期間の

保険料はすべて納付していることから、申立人及び両親の納付意識は高かっ

たことがうかがえる。 

また、申立人は、母親から「あなたの保険料を立替えて、まとめて払って

おいたから、後で返しなさいよ。」と言われたことを記憶しており、申立期

間当時、申立人及び両親と同居していた兄は、「時期ははっきりとは憶えて

いないが、母から妹の国民年金保険料をさかのぼって、まとめて払った方が

良いかどうかについて相談を受け、妹の将来のために払っておいた方が良い

だろうと母と話し合った記憶がある。」と供述している。 



さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿

から昭和 55 年２月１日にＣ町において払い出され、53 年４月１日にさかの

ぼって国民年金被保険者資格を取得していることが確認でき、この時点では、

申立期間に係る保険料は過年度納付することが可能であった。 

加えて、申立期間当時の申立人の世帯は、世帯全員が就労しており、申立

人の国民年金保険料を納付することが困難な経済状況では無かったことがう

かがえる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



山口厚生年金 事案 905 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の有限会社Ａにおける資格喪失

日に係る記録を昭和 63 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

10 万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年３月 30 日から同年６月１日まで 

    私は、有限会社Ａに昭和 63 年５月 31 日までの期間において継続して

勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険被保険者資格の喪失日は同

年３月 30 日と記録されている。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 雇用保険の被保険者記録、複数の同僚の供述及び有限会社Ａの事業主が

保管する申立人に係る「昭和 63 年分退職所得給与所得に対する所得税源泉

徴収簿」から、申立人が昭和 63 年５月 31 日までの期間において同社に継

続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額は、前述の源泉徴収簿及び申立人の

昭和 63 年２月の有限会社Ａに係るオンライン記録から 10 万 4,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は納付したとしているが、これを確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所



（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情はないことから、行ったとは認められない。 



山口国民年金 事案 620 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年８月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45 年８月から 54 年３月まで 

 私は親に勧められて、昭和 45 年８月 23 日にＡ市役所で国民年金の加

入手続を行い、保険料を納付した。 

当時の国民年金手帳は所持していないが、「Ａ市Ｂ町」の住所が記載

されていたこと、当初から付加を付けたことを覚えている。 

自分で加入手続を行ったのに、何年も保険料を納付しないということ

は考えられないので、申立期間の納付を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の任意加入者の資格取得日によ

り、昭和 55 年３月に払い出されたと推認でき、その時点では、申立期間

のうち 45 年８月から 52 年 12 月までの期間に係る国民年金保険料は、時

効期限が到来しているため、制度上、納付することができない上、申立期

間において、申立人に対し別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立期間は 104 か月と長期間であり、このような長期間にわたり、

申立人の納付記録が連続して毎回欠落することは考え難い。 

さらに、申立人は「当初から付加保険料を納付していた。」と記憶して

いるところ、付加保険料制度が始まったのは昭和 45 年 10 月からである上、

オンライン記録から申立人が 55 年４月 24 日に付加納付の申出を行ってい

ることが確認でき、申立人の保険料納付額に関する記憶は曖昧
あいまい

である。 



加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 

  



山口国民年金 事案 621                       

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年２月及び同年３月の国民年金付加保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年２月及び同年３月 

私は、昭和 54 年４月から平成 10 年２月までの期間において、国民年

金付加保険料を、妻と一緒に納付したのに、申立期間の付加保険料のみ

未納とされていることに納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市が平成３年５月 23 日に作成した同年４月 30 日現在の平成２年度国

民年金検認票において、申立人の申立期間に係る国民年金保険料（定額保

険料及び付加保険料）は未納と記録されていることから、申立期間の国民

年金保険料及び付加保険料については、現年度納付されなかったことが推

認できる。 

また、国民年金被保険者台帳から、申立人は、申立期間に係る国民年金

の定額保険料を平成３年７月 10 日に過年度納付したことが確認できると

ころ、国民年金付加保険料は過年度納付することができないことから、申

立人は申立期間に係る付加保険料を納付することができずに、国民年金保

険料のみを納付したと考えるのが自然である上、当該記録については、オ

ンライン記録とも整合しており、不自然さは見られない。 

さらに、申立人は、申立期間について、国民年金付加保険料の納付に関

与しておらず、申立人の付加保険料を一緒に納付したとする申立人の妻も、

申立期間の付加保険料が未納と記録されている上、妻から申立期間に係る

付加保険料の納付をうかがわせる具体的な供述を得ることもできなかった。 



加えて、申立人の国民年金付加保険料が納付されたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに付加保険料が納付されたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金付加保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



山口厚生年金 事案 903 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 54 年９月 15 日から 55 年７月ごろまで 

私は、昭和 53 年９月に、有限会社Ａに入社し、同社Ｂ店に配属され

ていた時は午前９時から午後４時までの時間において勤務しており、

駅前にある同社販売店に勤務の時は、最初の勤務地で午前８時から 12

時までの時間において勤務し、次の勤務地で午後２時 30 分ごろまで勤

務していた。 

入社の際、社長に、厚生年金保険や雇用保険の加入について約束さ

れていた。 

例年、７月ごろはＣの売れ行きが悪くなるため、昭和 55 年７月ごろ

に有限会社Ａを退職したと記憶している。 

申立期間において、私が有限会社Ａに勤務していたことは間違いな

いので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、昭和 53 年９月１日から 54 年９月 14 日までの期間において

有限会社Ａに勤務していたことは、雇用保険の被保険者記録により確認で

きるが、申立期間に係る記録を確認することができない。 

また、申立人は、「有限会社Ａを退職した際に、解雇予告手当を受け取

った記憶があり、雇用保険の所定の待期期間を経た後は、給付制限を受け

ること無く基本手当を受給した記憶がある。」と述べているところ、申立

人に係る雇用保険の記録において、昭和 54 年９月 14 日に有限会社Ａを離

職した際に、基本手当の受給手続を行っていたことが確認できる。    

さらに、申立人は、「失業等給付(基本手当)を受給するには２年間の雇

用保険の被保険者期間が必要であるため、仮に昭和 54 年９月に有限会社



Ａを退職していたとすれば、基本手当を受給できなかったのではない

か。」と主張しているが、当時の雇用保険法第 13 条(基本手当の受給資

格)では、「離職の日以前１年間に被保険者期間が通算して６か月以上で

あった時」に基本手当を支給すると定められており、申立人は、昭和 53

年９月１日から 54 年９月 14 日までの期間について有限会社Ａに係る雇用

保険の被保険者記録が確認でき、当該記録は、有限会社Ａに係る健康保険

厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録と符合することが確認でき

る。 

加えて、申立期間当時の事業主及び事務担当者は既に亡くなっており、

人事記録等も保管されていないことから、申立人が申立期間当時において

有限会社Ａに勤務していたことを確認することはできない。 

また、有限会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申立

人が名前を覚えており、申立人より長く勤務したとする同僚は、昭和 54

年 10 月６日に厚生年金保険被保険者資格を喪失していることが確認でき

るものの、当該同僚に連絡を取ることができず、申立人の申立期間に係る

勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除状況等につ

いて確認することができない。 

                                                              このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確 

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



山口厚生年金 事案 904  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 32 年４月 25 日から 33 年 10 月 25 日まで 

私は、昭和 32 年４月 25 日にＡ有限会社に入社し、同社の寮に住み

込み、33 年 10 月 25 日までの期間において同社に勤務した。 

申立期間において、厚生年金保険に加入していたと思うので調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 32 年４月 25 日からＡ有限会社に勤務していたとしてい

るが、ⅰ）申立人に係るＢ訓練所の記録から、申立人は、同年４月 10 日

から 33 年３月 27 日までの期間において、Ｂ訓練所に在籍していたこと

が確認できること、ⅱ）Ａ有限会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿から、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚の供

述から判断すると、申立人は、申立期間のうち、同年４月以降の期間に

おいて同社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ有限会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

から、申立期間当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認でき連絡先が

判明した 11 人に照会したところ９人から回答があり、そのうち５人が、

申立人と同一時期に入社したとする同僚３人の氏名を記憶しており、こ

のうちの一人は、当該同僚３人について、「申立人を含め３人とも、昭

和 33 年に入社したＣ職である。」と回答しているところ、Ａ有限会社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、当該同僚３人の厚生

年金保険被保険者資格の取得日は入社したとする時期から約９か月を経

過した昭和 34 年１月 25 日となっていることが確認できる。  

また、申立人と同一時期に入社したとする前述の同僚一人を含む３人



は、「Ａ有限会社では、厚生年金保険に加入するまでに数か月の試用期

間があった。」と供述しており、Ａ有限会社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿から、当該同僚３人の厚生年金保険被保険者資格の取得

時期とそれぞれが供述する勤務の開始時期が一致していないことが確認

できることから判断すると、当時、申立事業所では必ずしも従業員を入

社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない状況がうかがえ

る。 

さらに、Ａ有限会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申

立人の名前は無く、健康保険の整理番号に欠番は無いことから、申立人

の記録が欠落したとは考え難い。 

加えて、事業所索引簿から、Ａ有限会社は昭和 44 年 11 月 30 日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主は既に死

亡している上、当時の社会保険事務担当者とも連絡が取れず、申立人の

申立期間に係る勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料

の控除等について確認できる供述及び資料が得られない。 

このほか申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



山口厚生年金 事案 906 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、両申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 29 年 10 月１日から 31 年７月１日まで 

② 昭和 31 年 10 月１日から 34 年４月１日まで 

私は、申立期間①は、私の夫が病気になり勤務できなくなったため、

Ａ市Ｂ区にあったＣ店「Ｄ」で、Ｅの業務に従事した。 

また、申立期間②は、Ｆ市において、詳細な時期は記憶していない

が、Ｇ社、Ｈ社、Ｉ社（現在は、Ｊ株式会社）でＫ職として勤務し、

また、Ｌ店「Ｍ」に在籍し同社のＮ職として勤務した。 

両申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ市Ｂ区にあったＣ店「Ｄ」に勤務

したと申し立てているが、Ａ市Ｂ区でＯ業を経営する事業者が加入して

いる同市Ｂ区Ｐ組合は、「申立期間①当時、Ａ市Ｂ区に『Ｄ』があった

ことは確認できない。」と回答している上、Ａ市保健所も、「『Ｄ』と

一致する名称の店舗に係る記録は確認できない。」と回答していること

などから、申立事業所を特定することができない。 

また、適用事業所原簿において、Ｃ店「Ｄ」及び「Ｄ」と類似名称の

事業所が、厚生年金保険の適用事業所であったことを確認することがで

きない。 

さらに、申立人は、同僚の氏名を記憶していないことから、同僚から

申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除等の具

体的な状況について確認することもできない。 



このほか、申立人が、申立期間①において申立事業所に勤務し、厚生

年金保険料を給与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②におけるＧ社について、申立人は、Ｆ市内において同社の

Ｋ職として勤務したと申し立てている。 

  しかし、Ｇ社は、「申立期間②当時の人事記録を保管しているが、こ

の人事記録により、申立人の当社での在籍は確認できない。」と回答し

ている。 

また、申立人は同僚の氏名を記憶していない上、Ｆ市を管轄していた

Ｇ社Ｑ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間②

当時、被保険者記録が確認できる同僚は申立人を記憶していないことか

ら、申立人の同社における勤務実態及び厚生年金保険料の控除等の具体

的な状況について確認できない。 

さらに、Ｇ社Ｑ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立

人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番も認められないこと

から、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

このほか、申立人が、申立期間②においてＧ社に勤務し、厚生年金保

険料を給与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

３ 申立期間②におけるＨ社について、申立人は、Ｆ市内において同社の

Ｋ職として勤務したと申し立てている。 

  しかし、Ｈ社は、「申立期間②当時の資料は無く、申立人が当社に在

籍した事実は確認できない。」と回答している。 

また、申立人は同僚の氏名を記憶していない上、Ｆ市を管轄していた

Ｈ社Ｒ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間②

当時、被保険者記録が確認できる複数の同僚は申立人を記憶していない

ことから、申立人の同社における勤務実態及び厚生年金保険料の控除等

の具体的な状況について確認できない。 

さらに、Ｈ社Ｒ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立

人の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人が、申立期間②においてＨ社に勤務し、厚生年金保

険料を給与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

４ 申立期間②におけるＩ社について、申立人は、Ｆ市内において同社の

Ｋ職として勤務したと申し立てている。 

  しかし、Ｊ株式会社は、「申立期間②当時の資料は無く、申立人が当

社に在籍した事実は確認できない。」と回答している。 

また、Ｉ社は、従業員の厚生年金保険の加入について同社本社が一括



して行っているところ、申立人は、同僚の氏名を記憶していないことか

ら、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、Ｆ市にお

いて勤務していた同僚を特定することができず、申立人の同社における

勤務実態及び厚生年金保険料の控除等の具体的な状況について確認でき

ない。 

このほか、申立人が、申立期間②においてＩ社に勤務し、厚生年金保

険料を給与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

なお、Ｉ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名

は見当たらない。 

５ 申立期間②におけるＬ店「Ｍ」について、申立人は、Ｆ市にあった申

立事業所に勤務したと申し立てているが、Ｆ商工会議所は、「申立期間

②当時、Ｆ市にＬ店『Ｍ』があったことは確認できない。」と回答して

いる上、申立期間②以前より、Ｆ市において営業していたとする複数の

Ｌ店も、「Ｌ店『Ｍ』があったか否かは不明である。」と回答している

ことなどから、申立事業所を特定することができない。 

また、適用事業所原簿において、Ｌ店「Ｍ」及び「Ｍ」と類似名称の

事業所が、Ｆ市において厚生年金保険の適用事業所であったことを確認

することができない。 

さらに、申立人は、同僚の氏名を記憶していないことから、同僚から、

申立事業所における勤務実態及び厚生年金保険料の控除等の具体的な状

況について確認することもできない。 

このほか、申立人が、申立期間②においてＬ店「Ｍ」に勤務し、厚生

年金保険料を給与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

６ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として両申立期間に係る厚生年金

保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 



山口厚生年金 事案 907 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 60 年４月ごろから 62 年８月ごろまで 

私は、申立期間当時、株式会社Ａに勤務し、Ｂの業務に従事してい

た。 

株式会社Ａには、会社設立当初から正社員として勤務していたので、

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 雇用保険の被保険者記録及び株式会社Ａの事業主の供述から判断すると、

申立人は、申立期間のうち昭和 60 年４月１日から 61 年９月 20 日までの

期間において、同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、株式会社Ａの事業主は、「当社が厚生年金保険の適用事業所と

なったのは、申立人が退社した後の昭和 61 年 12 月１日であり、厚生年金

保険の適用事業所となる前の期間について、従業員の給与から厚生年金保

険料を控除したことは無い。」と回答しているところ、適用事業所原簿に

おいて、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 61 年 12 月

１日であることが確認できる。 

また、申立人の業務を引き継いだとする同僚は、「申立人は、株式会社

Ａが厚生年金保険の適用事業所となる前に同社を退社した。同社が厚生年

金保険の適用事業所となる前の期間について、給与から厚生年金保険料を

控除されたことは無い。」と供述しているところ、株式会社Ａに係る健康

保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録において、申立期間当

時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者はいない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 


